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臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
七
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
二
百
二
号

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
一
条
及
び
第
二
十
条
の
十

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
の
二
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二

医
療
用
吸
引
器
を
用
い
て
鼻
腔く

う

、
口
腔く
う

又
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
か
ら
喀か
く

痰た
ん

を
採
取
す
る
行
為

第
八
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

内
視
鏡
用
生
検
鉗か

ん

子
を
用
い
て
消
化
管
の
病
変
部
位
の
組
織
の
一
部
を
採
取
す
る
行
為

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
者
及
び
同
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
に
合
格

し
た
者
で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
も
の
は
、
診
療
の
補
助
と
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ

る
改
正
後
の
第
八
条
の
二
第
二
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
前
項
に
規
定
す
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。）又
は
診

療
所
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。）の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
臨
床
検
査

技
師
の
う
ち
に
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
、当
該
者
に
対
し
、

同
項
に
規
定
す
る
研
修
の
受
講
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
七
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
二
百
三
号

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
シ
ャ
ン
ト
」
の
下
に
「
、
表
在
化
さ
れ
た
動
脈
若
し
く
は
表
在
静
脈
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
者
及
び
同
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
国
家
試
験
に
合
格

し
た
者
で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
も
の
は
、
診
療
の
補
助
と
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ

る
改
正
後
の
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
シ
ャ
ン
ト
へ
の
接
続
及
び
シ
ャ
ン
ト
か
ら
の
除
去
を
除
く
。）を
行
お

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
前
項
に
規
定
す
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。）又
は
診

療
所
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。）の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
臨
床
工
学

技
士
の
う
ち
に
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
、当
該
者
に
対
し
、

同
項
に
規
定
す
る
研
修
の
受
講
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

（
委
員
の
数
の
上
限
）

第
三
十
五
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
人
数
は
、
六
人
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、「
、
経
営
計
画
」
の
下
に
「
、
実
施
計
画
」を
加
え
、

同
項
第
一
号
中
「
、
法
」
を
「
の
提
出
、
法
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
提
出
又
は
法
」

に
改
め
、「
又
は
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
経
営
強
化
計
画
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「
又
は
」

を
「
若
し
く
は
」
に
、「
提
出
」
を
「
提
出
又
は
法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
実
施
計
画

の
提
出
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
含
む
。）又
は
」
を
「
含
む
。）、」に
、「
）
の
」
を
「
）
又
は
第
三
十
四
条
の
十

二
の
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
附
則
第
十
八
条
第

二
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

八

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
経
営
強
化
計
画
の
提
出
又
は
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
資
本
整
理
等
実
施
要
綱
の
提
出

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
号
及
び
第
八
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
」
を

「
、
第
三
十
四
条
の
十
二
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を

加
え
る
。

五

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

六

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

七

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

第
三
十
八
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

法
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
受
理

六

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

七

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

第
三
十
九
条
中
「
第
五
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に
、「
）
又
は
」
を
「
）、
第
三
十
四
条
の

十
二
又
は
」
に
改
め
る
。

（
金
融
機
能
強
化
審
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

金
融
機
能
強
化
審
査
会
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
金
融
庁
監
督
局
総
務
課
」
を
「
金
融
庁
監
督
局
銀
行
第
二
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の
機
能

の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎


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